
川崎市下水道出前教室実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会等に職員が講師として出向

き、下水道のしくみや事業内容についての解説を行う川崎市下水道出前教室

（以下「下水道教室」という。）の実施に関し必要な事項を定めることによ

り、市民の下水道に関する理解を深め、意識啓発を図るとともに、市民等と

の協働による下水道事業の推進に寄与することを目的とする。 

（対象） 

第２条 下水道教室を受講することができる者は、原則として市内に在住、在

勤又は在学する者で構成され、講座当日おおむね１０人以上の参加が見込ま

れる団体等とする。 

（名称及び内容） 

第３条 下水道教室の名称は「カッピーの下水道教室」とし、その内容は、別

表のとおりとする。 

（開催日、時間及び場所） 

第４条 下水道教室は、原則として毎年の６月１日から翌年の３月３１日まで

の日（川崎市の休日を定める条例（平成元年川崎市条例第１６号）第１条に

規定する休日を除く。）に開催する。 

２ 下水道教室は、午前１０時から午後５時までのうち１時間半程度とする。 

３ 下水道教室の開催場所は、原則として市内に限るものとし、その会場につ

いては、下水道教室を受講する団体等の責任において確保しなければならな

い。 

（受講の申込み） 

第５条 下水道教室を受講しようとする団体等の代表者（以下「申込者」とい

う。）は、原則として受講希望日の１か月前までに、川崎市下水道出前教室



申込書（第１号様式）を、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）

に提出しなければならない。 

（実施の決定） 

第６条 管理者は、第５条の規定による申込書を収受したときは、実施の可否

を決定し、川崎市下水道出前教室実施決定通知書（第２号様式）により申込

者に通知するものとする。 

２ 管理者は、前項の実施を決定する場合において、必要に応じて条件を付す

ることができる。 

（実施の制限） 

第７条 管理者は、第２条で定める団体等が開催する集会等が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、下水道教室を実施しない。 

(１) 営利を目的とするもの 

(２) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの 

(３) 下水道教室の目的に反すると認められるとき。 

（費用負担） 

第８条 下水道教室の講師の派遣費用は、無料とする。ただし、下水道教室の

受講に際して開催場所の確保及び設営に要する経費等が必要となるときは、

受講者がこれを負担する。 

（実施結果の報告） 

第９条 当該下水道教室の担当課長は、下水道教室終了後速やかに川崎市下水

道出前教室実施結果報告書（第３号様式）を、サービス推進課担当課長に提

出しなければならない。 

（所管） 

第１０条 下水道教室に関する総括及び受付事務は、サービス推進課において

行う。 



（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

別 表 

 下水道教室 講座テーマ 

 

○ 下水道に関する講義 

  「下水道のしくみとはたらき」 

   下水道の役割、歴史及び下水処理の作業工程などを説明します。

  「下水道を大切に使うためのお願い」 

   下水管などの設備保全について、注意点や身近にできることを説

明します。 

 

○ 体験実習 

  「微生物の検鏡体験」 

   活性汚泥の中にいる微生物を観察します。 
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第３号様式（第９条関係） 
年   月   日 

サービス推進課担当課長 
 
 

（教室担当課）          
 

川崎市下水道出前教室実施結果報告書 
 
 カッピーの下水道教室を次のとおり実施したので報告します。 
 
１ テーマ                       （番号） 
２ 日 時      年  月  日（  ）    時  分～  時  分 
３ 会 場  
４ 参加者                    （人数 約   人） 
５ 本市説明者       課     ほか 計   人 
６ 質疑応答、意見交換での質問・意見とその回答又は対応 
 ※質問や意見ごとに記載すること。対応とは「回答を保留し○○課と調整後、○日まで

に回答する。」「○○については○○なので、○○課に○○を依頼した。」など、具体的

詳細に記載すること。 
 
 
 
 
 
 
７ 担当職員の意見、感想等 
 
 


